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 組合員及びその被扶養者の心身両面にわたる健康の保持増進等、福祉の向上のために、

保健事業（厚生事業）として「健康管理事業」、「特定健診等事業」、「一般事業」及び

「相談事業」を行っています。 

 ここに掲げた各種事業は、鹿児島支部が実施している事業の内容です。 

事業の見直しにより、今後、事業そのものや内容が変更になることがありますのでご了承

ください。 

 なお、詳しい事業の内容は、事業の実施前に文書で各所属所にお知らせするとともに、

支部広報誌「共済広報かごしま」及び支部のホームページでもお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           生活習慣病やその他の疾病を早期に発見し、健康管理や治療につ

いての適切なアドバイスを行うため、各種健診を実施し、健診料の

一部を補助します。 

           なお、年度当初に受診希望者を募集します。 

  

 ○１ 日 ド ッ ク ・・・ 30 歳以上の組合員 

 ○１日＋女性ドック ・・・ 30 歳以上の女性組合員      

 ○女 性 ド ッ ク ・・・ 30 歳以上の女性組合員 

 ○脳 ド ッ ク ・・・ 45 歳以上の組合員 

 ○配偶者ドック ・・・ 35 歳以上の被扶養者配偶者 

（注）40 歳以上 75 歳未満の組合員及び被扶養配偶者が受診する人間ドック（脳ドックは

除く。）は、特定健康診査として取り扱います。 

 

           自己による健康管理の仕方、病気予防に関する知識や理解を深め、

日常の健康保持について学ぶ講座を実施します。 
 

自己による健康管理の仕方、病気予防に関する知識や理解を深め、

日常の健康保持について学ぶ講座をオンデマンド配信※にて実施し

ます。 

※ 支部ホームページ（組合員専用ページ）に動画を掲載します。           
 
 
 

<支部ホームページアドレス> 

http://www.kouritu.or.jp/kagoshima/ 

健康管理事業 

人間ドック 

を対象に当支部が契

約する健診機関で実

施します。 

保健事業（厚生事業）のあらまし 

健康管理講座(夏季) 

健康管理講座(通年) 
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           メンタルヘルスに関する知識や理解を深め、個々に応じた心身の

セルフケアのあり方を学ぶ講座を実施します。 

 

           各種研修会にメンタルヘルスに係る講師を派遣します。 

 

 

           データヘルス計画の一環として、組合員の生活習慣改善と健康づ

くりを支援するために実施します。 

こころと体の 

リフレッシュ講座 

ウォーキング  

グランプリ 

メンタルヘルス 

講座講師派遣 
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           夏季保養施設として指定した県内及び九州地区の各施設を組合

員及びその被扶養者が利用したときに、利用料金の一部を補助し

ます。 

           この事業は一般財団法人鹿児島県教職員互助組合と共催であ

り、詳細については、例年６月頃、互助組合からお知らせしま

す。 

 

           組合員、被扶養者及び同伴する親族が鹿児島宿泊所「ホテルウ

ェルビューかごしま」を宿泊で利用したときに、利用料金の一部

を補助します。本人資格確認書類等※をフロントに提示してくださ

い。 

※ 本人資格確認書類等については、以下のいずれかを提示してください。                       

⑴ マイナポータルの資格情報画面（保存したＰＤＦファイルでも可）         

⑵ 資格確認書 

 

           組合員又は組合員の子が鹿児島宿泊所「ホテルウェルビューか

ごしま」で結婚式・披露宴を行ったときに、利用料金の一部を補

助します。利用予定日までに「結婚式場利用補助申請書」を鹿児

島宿泊所へ提出してください。 

           また、組合員の紹介により鹿児島宿泊所「ホテルウェルビュー

かごしま」で披露宴が行われた場合、紹介していただいた組合員

（１人のみ）に対して、２万円の鹿児島宿泊所商品券を贈呈しま

す。紹介をする場合は「紹介者カード」に記入して、紹介をする

方にお渡しください。 

 

           組合員、被扶養者及び同伴する親族が鹿児島宿泊所「ホテルウ

ェルビューかごしま」を食事や宴会等で利用したときに、利用料

金の一部を補助します。「会食等利用補助申請書」を鹿児島宿泊

所へ提出してください。 

※ テイクアウト商品も対象となります。 

 

           組合員もしくは被扶養者が、組合員、被扶養者又は組合員の親

族を対象とする慶事・法事で鹿児島宿泊所「ホテルウェルビュー

かごしま」を利用したときに、利用料金の一部を補助します。

「慶事・法事利用補助申請書」を鹿児島宿泊所へ提出してくださ

い。 

※ テイクアウト商品も対象となります。 

一般事業 

山の家・海の家 

利用補助 

鹿児島宿泊所 

宿泊利用補助 

鹿児島宿泊所 

結婚式場利用補助 

鹿児島宿泊所 

会食等利用補助 

鹿児島宿泊所 

慶事・法事利用補助 
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           本人又はその家族が寝たきりや認知症等の要介護状態になった

ときの対応や心構えについて、実技を取り入れながら学ぶ講座を

実施します。 

 

           将来に関する自己管理能力を身につけ、退職へのソフトランデ

ィングを可能にするため、生涯生活設計に必要な知識を培う講座

を実施します。 

 

           未婚の組合員等を対象に、生きがい、出会い、結婚などに関す

る情報交換会を、年に２回程度実施します。 

 

 

           人間ドックの受診者で、受診する健診種別がない離島に居住す

る受診者に対して、交通費の一部として船賃を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

介護講座 

ライフプランセミナー 

カップリングパーティー 

Waku-Doki 

人間ドック 

通院費補助 






